
第二一七回 

閣第四一号 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民

基本台帳法の一部を改正する法律案 

 （行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正） 

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

二十五年法律第二十七号）の一部を次のように改正する。 

  別表六の項の次に次のように加える。 

六の二 海難審判所長 海難審判法（昭和二十二年法律第百三十五号）による

海事補佐人の登録に関する事務であって主務省令で定

めるもの 

  別表中十四の二の項を十四の三の項とし、同項の次に次のように加える。 

十四の四 都道府県知

事 

消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）による危険

物取扱者免状又は消防設備士免状の交付に関する事務

であって主務省令で定めるもの 

  別表十四の項の次に次のように加える。 

十四の二 日本公認会

計士協会 

公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）による公

認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録に関す

る事務であって主務省令で定めるもの 

  別表十九の二の項中「いう。）」の下に「又は許可（同法第六条の六第一項の許可を

いう。）」を加え、同表十九の四の項中「都道府県教育委員会」の下に「又は構造改革

特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十九条第一項の規定による認定を受けた

市町村の教育委員会」を加え、「による」を「（構造改革特別区域法により読み替えて

適用する場合を含む。）による」に改め、同表中十九の七の項を十九の九の項とし、十

九の六の項を十九の八の項とし、十九の五の項を十九の七の項とし、十九の四の項の次

に次のように加える。 

十九の五 農林水産大

臣 

獣医師法（昭和二十四年法律第百八十六号）による獣

医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるも

の 

十九の六 国土交通大

臣 

海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による

安全統括管理者資格者証又は運航管理者資格者証の交

付に関する事務であって主務省令で定めるもの 

  別表二十二の項の次に次のように加える。 

二十二の二 総務大臣 電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）による無線



従事者の免許又は船舶局無線従事者証明書の交付に関

する事務であって主務省令で定めるもの 

  別表中二十三の六の項を二十三の九の項とし、二十三の二の項から二十三の五の項ま

でを三項ずつ繰り下げ、二十三の項の次に次のように加える。 

二十三の二 経済産業

大臣 

火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）によ

る甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造

保安責任者免状の交付に関する事務であって主務省令

で定めるもの 

二十三の三 都道府県

知事 

火薬類取締法による丙種火薬類製造保安責任者免状又

は火薬類取扱保安責任者免状の交付に関する事務であ

って主務省令で定めるもの 

二十三の四 日本司法

書士会連合会 

司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）による

司法書士の登録に関する事務であって主務省令で定め

るもの 

  別表中二十五の三の項を二十五の四の項とし、二十五の二の項を二十五の三の項とし、

二十五の項の次に次のように加える。 

二十五の二 日本土地

家屋調査士会連合会 

土地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八

号）による土地家屋調査士の登録に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの 

  別表二十七の項の次に次のように加える。 

二十七の二 経済産業

大臣又は都道府県知

事 

高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）によ

る高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任

者免状の交付に関する事務であって主務省令で定める

もの 

  別表中三十一の二の項を三十一の三の項とし、同項の次に次のように加える。 

三十一の四 出入国在

留管理庁長官 

出入国管理及び難民認定法による外国人の出入国又は

在留の管理に関する事務であって主務省令で定めるも

の 

  別表三十一の項の次に次のように加える。 

三十一の二 外務大臣 旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）による旅

券又は渡航書の発給に関する事務であって主務省令で

定めるもの 

  別表三十二の項の次に次のように加える。 

三十二の二 国土交通

大臣 

宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）

による宅地建物取引業の免許に関する事務であって主



務省令で定めるもの 

三十二の三 都道府県

知事 

宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅

地建物取引士の登録に関する事務であって主務省令で

定めるもの 

三十二の四 国土交通

大臣 

航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による耐

空検査員の認定、航空従事者技能証明書の交付、操縦

技能審査員の認定、運航管理者技能検定の実施又は無

人航空機操縦者技能証明書の交付に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの 

  別表三十三の項の次に次のように加える。 

三十三の二 国税庁長

官 

酒税法（昭和二十八年法律第六号）による酒類の製造

免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売

業免許に関する事務であって主務省令で定めるもの 

  別表三十六の項の次に次のように加える。 

三十六の二 経済産業

大臣 

ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）によるガ

ス主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省

令で定めるもの 

  別表中三十九の三の項を三十九の五の項とし、三十九の二の項の次に次のように加え

る。 

三十九の三 原子力規

制委員会 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和三十二年法律第百六十六号）による核燃料取

扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付に関す

る事務であって主務省令で定めるもの 

三十九の四 原子力規

制委員会 

放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和三十二年

法律第百六十七号）による放射線取扱主任者免状の交

付に関する事務であって主務省令で定めるもの 

  別表中五十三の二の項を五十三の四の項とし、五十三の項の次に次のように加える。 

五十三の二 都道府県

知事 

電気工事士法（昭和三十五年法律第百三十九号）によ

る電気工事士免状の交付に関する事務であって主務省

令で定めるもの 

五十三の三 経済産業

大臣 

電気工事士法による特種電気工事資格者認定証又は認

定電気工事従事者認定証の交付に関する事務であって

主務省令で定めるもの 

  別表六十一の項の次に次のように加える。 

六十一の二 経済産業 中小企業支援法（昭和三十八年法律第百四十七号）に



大臣 よる中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録に

関する事務であって主務省令で定めるもの 

  別表六十七の項の次に次のように加える。 

六十七の二 経済産業

大臣 

電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）による主

任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で

定めるもの 

  別表七十五の項の次に次のように加える。 

七十五の二 財務大臣 通関業法（昭和四十二年法律第百二十二号）による確

認（同法第三十一条第一項の確認をいう。）に関する

事務であって主務省令で定めるもの 

  別表中七十六の二の項を七十六の三の項とし、七十六の項の次に次のように加える。 

七十六の二 都道府県

知事 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律（昭和四十二年法律第百四十九号）による液化石

油ガス設備士免状の交付に関する事務であって主務省

令で定めるもの 

  別表七十九の項中「よる」の下に「保険金の支払、」を、「把握」の下に「又は預金

等債権（同法第七十条第一項に規定する預金等債権をいう。）の買取り」を加え、同表

八十二の項中「よる」の下に「保険金の支払、」を、「把握」の下に「又は貯金等債権

（同法第七十条第一項に規定する貯金等債権をいう。）の買取り」を加え、同表八十五

の項の次に次のように加える。 

八十五の二 文部科学

大臣 

技術士法（昭和五十八年法律第二十五号）による技術

士又は技術士補の登録に関する事務であって主務省令

で定めるもの 

八十五の三 総務大臣 電気通信事業法による電気通信主任技術者資格者証又

は工事担任者資格者証の交付に関する事務であって主

務省令で定めるもの 

  別表九十一の二の項の次に次のように加える。 

九十一の三 経済産業

大臣 

計量法（平成四年法律第五十一号）による計量士の登

録に関する事務であって主務省令で定めるもの 

  別表九十九の項の次に次のように加える。 

九十九の二 預金保険

機構 

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八

年法律第九十五号）による更生手続に属する行為（同

法第三百九十五条本文に規定する行為をいう。）、再

生手続に属する行為（同法第四百六十六条本文に規定

する行為をいう。）又は破産手続に属する行為（同法



第五百七条本文に規定する行為をいう。）の実施に関

する事務であって主務省令で定めるもの 

  別表百五の二の項中「の登録」を「、マンション管理業者又は管理業務主任者の登

録」に改め、同項を同表百五の四の項とし、同表百五の項の次に次のように加える。 

百五の二 弁理士法

（平成十二年法律第

四十九号）第十一条

第二号に規定する審

議会 

弁理士法による弁理士試験の執行に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの 

百五の三 農水産業協

同組合貯金保険機構 

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律

（平成十二年法律第九十五号）による再生手続に属す

る行為（同法第十九条本文に規定する行為をいう。）

又は破産手続に属する行為（同法第四十条本文に規定

する行為をいう。）の実施に関する事務であって主務

省令で定めるもの 

  別表百十四の項の次に次のように加える。 

百十四の二 日本公認

会計士協会 

公認会計士法の一部を改正する法律（平成十五年法律

第六十七号）附則第二条第一項の規定によりなおその

効力を有するものとされた同法第二条の規定による改

正前の公認会計士法による会計士補の登録に関する事

務であって主務省令で定めるもの 

  別表百十五の項の次に次のように加える。 

百十五の二 市町村長 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律（平成十六年法律第百十二号）による避難住

民の誘導に関する事務であって主務省令で定めるもの 

百十五の三 都道府県

知事 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律による避難住民及び武力攻撃災害若しくは緊

急対処事態における災害による被災者の救援の実施又

は医療関係者に対する実費の弁償に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの 

百十五の四 総務大臣

又は地方公共団体の

長 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律による安否情報の収集又は提供に関する事務

であって主務省令で定めるもの 

百十五の五 地方公共

団体の長 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律による損害の補償（同法第百六十条第一項又



は第二項（これらの規定を同法第百八十三条において

準用する場合を含む。）の規定による補償をいう。）

に関する事務であって主務省令で定めるもの 

  別表百三十三の項の次に次のように加える。 

百三十三の二 農林水

産大臣又は環境大臣 

愛玩動物看護師法（令和元年法律第五十号）による愛

玩動物看護師の免許に関する事務であって主務省令で

定めるもの 

百三十三の三 国土交

通大臣 

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和二

年法律第六十号）による賃貸住宅管理業者の登録に関

する事務であって主務省令で定めるもの 

 （住民基本台帳法の一部改正） 

第二条 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一の十三の項中「よる」の下に「同法第五十三条第一項の保険金の支払、同条

第四項の仮払金の支払、」を、「把握」の下に「又は同法第七十条第一項の預金等債権

の買取り」を加え、同表中十三の三の項を十三の四の項とし、十三の二の項を十三の三

の項とし、十三の項の次に次のように加える。 

十三の二 預金保険機

構 

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八

年法律第九十五号）による同法第三百九十五条の更生

手続に属する行為の実施、同法第四百六十六条の再生

手続に属する行為の実施又は同法第五百七条の破産手

続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省令

で定めるもの 

  別表第一の十四の項中「よる」の下に「同法第五十五条第一項の保険金の支払、同条

第三項の仮払金の支払、」を、「把握」の下に「又は同法第七十条第一項の貯金等債権

の買取り」を加え、同項の次に次のように加える。 

十四の二 農水産業協

同組合貯金保険機構 

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律

（平成十二年法律第九十五号）による同法第十九条の

再生手続に属する行為の実施又は同法第四十条の破産

手続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省

令で定めるもの 

十四の三 日本公認会

計士協会 

公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）による同

法第十六条の二第一項の外国公認会計士（同条第五項

に規定する外国公認会計士をいう。）の登録、同条第

五項の登録の抹消、同法第十七条の公認会計士の登

録、同法第二十条（同法第十六条の二第六項において



準用する場合を含む。）の変更の登録、同法第二十一

条第一項若しくは第二項（同法第十六条の二第六項に

おいて準用する場合を含む。）の登録の抹消、同法第

三十四条の十の八の登録、同法第三十四条の十の十三

の変更の登録若しくは同法第三十四条の十の十四第一

項若しくは第二項の登録の抹消又は公認会計士法の一

部を改正する法律（平成十五年法律第六十七号）附則

第二条第一項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士

法第十七条の登録、同法第二十条の変更の登録若しく

は同法第二十一条第一項の登録の抹消に関する事務で

あつて総務省令で定めるもの 

  別表第一の十五の項中「（昭和二十三年法律第百三号）」を削り、同表の二十九の項

の次に次のように加える。 

二十九の二 消防庁 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律（平成十六年法律第百十二号）による同法第

九十五条第一項（同法第百八十三条において準用する

場合を含む。）の安否情報の回答に関する事務であつ

て総務省令で定めるもの 

  別表第一中三十九の二の項を三十九の四の項とし、三十九の項の次に次のように加え

る。 

三十九の二 日本司法

書士会連合会 

司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）による

同法第八条第一項の司法書士の登録に関する事務であ

つて総務省令で定めるもの 

三十九の三 日本土地

家屋調査士会連合会 

土地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八

号）による同法第八条第一項の土地家屋調査士の登録

に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

  別表第一の四十の項中「、同法」の下に「第十一条第一項の異議の申出、同法第十二

条第一項、」を加え、同表の四十の二の項中「よる」の下に「同法第九条第一項の上陸

許可の証印、同条第四項の記録、同法第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許可

の証印、同法第十九条第二項の許可、同法第十九条の六の在留カードの交付、同法第十

九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の届出、同法第十九

条の十第二項（同法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三

第四項において準用する場合を含む。）の在留カードの交付、同法第十九条の十五の在

留カードの返納、同法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付、同法第十九



条の十五の四第二項の特定在留カードの返納、同条第三項の在留カードの交付、同法第

十九条の十六から第十九条の十八までの届出、」を加え、「更新又は」を「更新、」に

改め、「届出」の下に「、同法第二十条第四項第一号（同法第二十一条第四項、第二十

二条の二第三項（同法第二十二条の三において準用する場合を含む。）及び第六十一条

の二の五第三項において準用する場合を含む。）若しくは第二十二条第三項（同法第二

十二条の二第四項（同法第二十二条の三において準用する場合を含む。）において準用

する場合を含む。）の在留カードの交付、同法第二十五条第一項の確認又は同法第五十

条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の在留カードの交付」を加え、同表

の四十の三の項中「又は同法第七条第一項」を「、同法第七条」に改め、「交付」の下

に「、同法第十条第一項若しくは第二項の届出、同法第十一条第二項（同法第十二条第

三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。）の特別永住

者証明書の交付、同法第十六条の特別永住者証明書の返納、同法第十六条の二第七項の

特定特別永住者証明書の交付、同法第十六条の三第二項の特定特別永住者証明書の返納

又は同条第三項の特別永住者証明書の交付」を加え、同表の四十一の項中「発給」を

「申請、同法第四条第一項の請求、同法第五条第一項、第三項若しくは第四項若しくは

第五条の二の発行」に、「又は」を「、同法第十条第三項ただし書の渡航先の訂正、」

に改め、「届出」の下に「、同法第十八条第一項の失効、同法第十九条第一項の命令又

は同法第十九条の三第一項の申請」を加え、同表の四十五の二の項の次に次のように加

える。 

四十五の三 財務省 通関業法（昭和四十二年法律第百二十二号）による同

法第三十一条第一項の確認に関する事務であつて総務

省令で定めるもの 

  別表第一の五十七の二の項中「認定」の下に「又は同法第六条の六第一項の許可」を

加え、同表中八十一の二の項を八十一の四の項とし、八十一の項の次に次のように加え

る。 

八十一の二 農林水産

省 

獣医師法（昭和二十四年法律第百八十六号）による同

法第三条の免許に関する事務であつて総務省令で定め

るもの 

八十一の三 農林水産

省、環境省又は愛玩

動物看護師法（令和

元年法律第五十号）

第十二条第一項に規

定する指定登録機関 

愛玩動物看護師法による同法第三条の免許に関する事

務であつて総務省令で定めるもの 

  別表第一の八十四の項中「届出又は」を「届出、」に、「届出に」を「届出、同法第

百二十二条第一項の計量士の登録又は同法第百二十五条の計量士国家試験の実施に」に



改め、同表の九十一の項中「（経済産業大臣が行うものに限る。）」を削り、「実施」

の下に「若しくは火薬類製造保安責任者免状の交付、同条第五項の命令又は同条第七項

において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再交付」を、「事

務」の下に「（経済産業大臣が行うものに限る。）」を加え、同表の九十二の項中「実

施」の下に「若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の

交付又は同条第七項において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項

の再交付」を加え、同項の次に次のように加える。 

九十二の二 経済産業

省 

高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）によ

る同法第二十九条第三項の製造保安責任者免状若しく

は販売主任者免状の交付、同法第三十条の命令又は同

法第三十一条第二項の製造保安責任者試験若しくは販

売主任者試験の実施に関する事務（経済産業大臣が行

うものに限る。）であつて総務省令で定めるもの 

九十二の三 高圧ガス

保安協会又は高圧ガ

ス保安法第三十一条

の二第一項に規定す

る指定試験機関 

高圧ガス保安法による同法第三十一条第二項の製造保

安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務

であつて総務省令で定めるもの 

  別表第一の九十三の項中「（昭和二十六年法律第二百四号）」を削り、「規定する」

の下に「同法第二十九条の二第一項の免状交付事務又は」を加え、同項の次に次のよう

に加える。 

九十三の二 経済産業

省又はガス事業法

（昭和二十九年法律

第五十一号）第百十

二条第一項に規定す

る指定試験機関 

ガス事業法による同法第二十六条第三項のガス主任技

術者免状の交付又は同法第二十九条第二項のガス主任

技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定

めるもの 

九十三の三 経済産業

省 

ガス事業法による同法第二十六条第三項第二号の認定

に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

  別表第一の九十四の項の次に次のように加える。 

九十四の二 経済産業

省 

電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）による同

法第四十四条第二項の主任技術者免状の交付に関する

事務であつて総務省令で定めるもの 

九十四の三 高圧ガス

保安協会又は液化石

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律による同法第三十八条の五第二項の液化石油ガス



油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に

関する法律第三十八

条の六第一項に規定

する指定試験機関 

設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定

めるもの 

  別表第一の九十五の項の次に次のように加える。 

九十五の二 特許庁 弁理士法（平成十二年法律第四十九号）による同法第

十二条第一項の弁理士試験の執行に関する事務であつ

て総務省令で定めるもの 

九十五の三 中小企業

庁 

中小企業支援法（昭和三十八年法律第百四十七号）に

よる同法第十一条第一項の登録に関する事務であつて

総務省令で定めるもの 

  別表第一中百十四の二の項を百十四の三の項とし、百十四の項の次に次のように加え

る。 

百十四の二 国土交通

省 

海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による

同法第三十二条の三第一項の安全統括管理者資格者証

（同法第三十二条の四に規定する安全統括管理者資格

者証をいう。）又は同法第三十二条の七第一項の運航

管理者資格者証（同法第三十二条の八に規定する運航

管理者資格者証をいう。）の交付に関する事務であつ

て総務省令で定めるもの 

  別表第一の百十八の項中「抹消登録」の下に「、同法第十条の二第一項の認定」を、

「許可」の下に「、同法第七十一条の三第一項の認定、同法第七十八条第一項の運航管

理者技能検定」を加え、「届出又は」を「届出、」に改め、「登録の抹消」の下に「又

は同法第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明」を加え、同表の百十八の三の

項中「よる」の下に「同法第二十一条第二項の登録、」を加え、同表の百二十の項の次

に次のように加える。 

百二十の二 原子力規

制委員会 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和三十二年法律第百六十六号）による同法第二

十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状の交付、同

項第一号の核燃料取扱主任者試験の実施、同条第三項

の命令、同法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免

状の交付、同項第一号の原子炉主任技術者試験の実施

又は同条第三項の命令に関する事務であつて総務省令

で定めるもの 



  別表第一の百二十一の項中「の交付」の下に「、同条第六項の命令」を加える。 

  別表第二中一の十一の項を一の十三の項とし、一の五の項から一の十の項までを二項

ずつ繰り下げ、同表の一の四の項中「別表第四の一の四の項」を「別表第四の一の六の

項」に改め、同項を同表の一の六の項とし、同表の一の三の項中「別表第四の一の三の

項」を「別表第四の一の五の項」に改め、同項を同表の一の五の項とし、同表中一の二

の項を一の四の項とし、一の項を一の三の項とし、同項の前に次のように加える。 

一 市町村長 一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律による同法第六十二条第一項（同法第

百八十三条において準用する場合を含む。）の避難

住民の誘導、同法第七十六条第二項（同法第百八十

三条において準用する場合を含む。）の救援の補

助、同法第九十四条第一項（同法第百八十三条にお

いて準用する場合を含む。）の安否情報の収集、同

法第九十五条第一項（同法第百八十三条において準

用する場合を含む。）の安否情報の回答又は同法第

百六十条第一項（同法第百八十三条において準用す

る場合を含む。）の損害補償に関する事務であつて

総務省令で定めるもの 

二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律による同法第七十五条第一項（同法第

百八十三条において準用する場合を含む。）の救援

の実施に関する事務のうち、同法第七十六条第一項

（同法第百八十三条において準用する場合を含

む。）の規定により市町村長が行うこととされたも

のに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

一の二 指定都市の長 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律による同法第七十五条第一項（同法第百八十

三条において準用する場合を含む。）の救援の実施、

同法第百五十九条第二項（同法第百八十三条において

準用する場合を含む。）の実費弁償又は同法第百六十

条第二項（同法第百八十三条において準用する場合を

含む。）の損害補償に関する事務であつて総務省令で

定めるもの 

  別表第二の三の二の項の次に次のように加える。 

三の三 構造改革特別 構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み



区域法（平成十四年

法律第百八十九号）

第十九条第一項の規

定による認定を受け

た市町村の教育委員

会 

替えて適用する教育職員免許法（昭和二十四年法律第

百四十七号）による同法第八条第一項若しくは第三項

の記入、同法第十一条第一項から第三項までの取上

げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告及

び通知、同条第二項の記入又は同法第十五条の書換若

しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定める

もの 

  別表第三中一の五の項を一の六の項とし、一の二の項から一の四の項までを一項ずつ

繰り下げ、一の項を一の二の項とし、同項の前に次のように加える。 

一 都道府県知事 一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律による同法第七十五条第一項（同法第

百八十三条において準用する場合を含む。）の救援

の実施、同法第九十四条第二項（同法第百八十三条

において準用する場合を含む。）の安否情報の収

集、同法第九十五条第一項（同法第百八十三条にお

いて準用する場合を含む。）の安否情報の回答、同

法第百五十九条第二項（同法第百八十三条において

準用する場合を含む。）の実費弁償又は同法第百六

十条第一項若しくは第二項（同法第百八十三条にお

いて準用する場合を含む。）の損害補償に関する事

務であつて総務省令で定めるもの 

二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律による同法第六十二条第一項（同法第

百八十三条において準用する場合を含む。）の避難

住民の誘導に関する事務のうち、同法第十四条第一

項（同法第百八十三条において準用する場合を含

む。）の規定により都道府県知事が行うこととされ

たものに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

  別表第三の五の四の項中「（昭和二十四年法律第百四十七号）」を削り、同表の十の

項中「又は」を「、同法第百二十二条第一項の計量士の登録又は」に改め、同表の十三

の項中「（都道府県知事が行うものに限る。）」を削り、「実施」の下に「若しくは火

薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付、同条第五項の命令

又は同条第七項において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再

交付」を、「事務」の下に「（都道府県知事が行うものに限る。）」を加え、同項の次

に次のように加える。 



十三の二 都道府県知

事 

高圧ガス保安法による同法第二十九条第三項の製造保

安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、同法第

三十条の命令又は同法第三十一条第二項の製造保安責

任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務

（都道府県知事が行うものに限る。）であつて総務省

令で定めるもの 

  別表第三の十六の項中「又は」を「、同条第四項の命令、」に、「書換え」を「再交

付若しくは書換え又は同法第三十八条の五第二項の液化石油ガス設備士試験の実施」に

改める。 

  別表第四中一の十二の項を一の十四の項とし、一の二の項から一の十一の項までを二

項ずつ繰り下げ、一の項を一の三の項とし、同項の前に次のように加える。 

一 市町村長 一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律による同法第六十二条第一項（同法第

百八十三条において準用する場合を含む。）の避難

住民の誘導、同法第七十六条第二項（同法第百八十

三条において準用する場合を含む。）の救援の補

助、同法第九十四条第一項（同法第百八十三条にお

いて準用する場合を含む。）の安否情報の収集、同

法第九十五条第一項（同法第百八十三条において準

用する場合を含む。）の安否情報の回答又は同法第

百六十条第一項（同法第百八十三条において準用す

る場合を含む。）の損害補償に関する事務であつて

総務省令で定めるもの 

二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律による同法第七十五条第一項（同法第

百八十三条において準用する場合を含む。）の救援

の実施に関する事務のうち、同法第七十六条第一項

（同法第百八十三条において準用する場合を含

む。）の規定により市町村長が行うこととされたも

のに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

一の二 指定都市の長 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律による同法第七十五条第一項（同法第百八十

三条において準用する場合を含む。）の救援の実施、

同法第百五十九条第二項（同法第百八十三条において

準用する場合を含む。）の実費弁償又は同法第百六十



条第二項（同法第百八十三条において準用する場合を

含む。）の損害補償に関する事務であつて総務省令で

定めるもの 

  別表第四の二の二の項の次に次のように加える。 

二の三 構造改革特別

区域法第十九条第一

項の規定による認定

を受けた市町村の教

育委員会 

構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み

替えて適用する教育職員免許法による同法第八条第一

項若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から第

三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条

第一項の公告及び通知、同条第二項の記入又は同法第

十五条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総

務省令で定めるもの 

  別表第五中第一号の五を第一号の七とし、第一号の二から第一号の四までを二号ずつ

繰り下げ、第一号を第一号の三とし、同号の前に次の二号を加える。 

  一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十

五条第一項（同法第百八十三条において準用する場合を含む。）の救援の実施、同

法第九十四条第二項（同法第百八十三条において準用する場合を含む。）の安否情

報の収集、同法第九十五条第一項（同法第百八十三条において準用する場合を含

む。）の安否情報の回答、同法第百五十九条第二項（同法第百八十三条において準

用する場合を含む。）の実費弁償又は同法第百六十条第一項若しくは第二項（同法

第百八十三条において準用する場合を含む。）の損害補償に関する事務であつて総

務省令で定めるもの 

  一の二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第

六十二条第一項（同法第百八十三条において準用する場合を含む。）の避難住民の

誘導に関する事務のうち、同法第十四条第一項（同法第百八十三条において準用す

る場合を含む。）の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務

であつて総務省令で定めるもの 

  別表第五第六号中「発給」を「申請」に改め、同表第十四号中「又は」を「、同法第

百二十二条第一項の計量士の登録又は」に改め、同表第十七号中「（都道府県知事が行

うものに限る。）」を削り、「実施」の下に「若しくは火薬類製造保安責任者免状若し

くは火薬類取扱保安責任者免状の交付、同条第五項の命令又は同条第七項において準用

する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再交付」を、「事務」の下に

「（都道府県知事が行うものに限る。）」を加え、同号の次に次の一号を加える。 

  十七の二 高圧ガス保安法による同法第二十九条第三項の製造保安責任者免状若しく

は販売主任者免状の交付、同法第三十条の命令又は同法第三十一条第二項の製造保

安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務（都道府県知事が行うも

のに限る。）であつて総務省令で定めるもの 



  別表第五第二十号中「又は」を「、同条第四項の命令、」に、「書換え」を「再交付

若しくは書換え又は同法第三十八条の五第二項の液化石油ガス設備士試験の実施」に改

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。 

 （調整規定） 

第二条 この法律の施行の日が出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和

六年法律第五十九号）の施行の日（次条において「入管法等改正法施行日」という。）

前である場合には、同法第三条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律別表三十一の二の項の改正規定中「別表三十一の二の項」とあ

るのは、「別表三十一の三の項」とする。 

第三条 この法律の施行の日が入管法等改正法施行日前である場合には、入管法等改正法

施行日の前日までの間における第二条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の

規定の適用については、同表の四十の二の項中「同法第十九条の十五の二第六項の特定

在留カードの交付、同法第十九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納、同条第三

項の在留カードの交付、同法」とあるのは「同法」と、同表の四十の三の項中「、同法

第十六条の特別永住者証明書の返納、同法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書

の交付、同法第十六条の三第二項の特定特別永住者証明書の返納又は同条第三項の特別

永住者証明書の交付」とあるのは「又は同法第十六条の特別永住者証明書の返納」とす

る。 

 （政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 



     理 由 

 国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号を利用することができ

る事務として酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の国家資格に関する事務等を追加

するとともに、これに伴う地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供等を行

うことができる事務に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出す

る理由である。 


